
　国土交通省より令和5年度の「不正改造車を排除する運動」の実施要項が示されました。各事業者につきましては、

別紙の資料及びチェック表、情報提供連絡書、自主点検票などを印刷し、不正改造運動に活用してください。

1 実施運動期間

実施期間は１年を通して実施されますが、６月の１ヶ月間を不正改造車排除強化月間と定め、不正改造車の

排除を強化して取り組むことといたします。

2 実施事項

〔1〕事業者は、改造車両の受注、点検、整備の実施及び納車時の確認等を行い適正化に務める。

〔2〕不正な改造車への依頼があった際、使用者に対し「不正改造となり犯罪である」旨を理解していただき、依

頼を受けないように従業員に指導する。

〔3〕不正な改造車両が整備入庫した際、復元、記載変更、構造変更等の検査・手続きが必要である旨を説

明。また、車両を購入した販売店や改装を行った事業者に相談するよう周知する。

別紙の「添付資料１」及び「入庫・受付時チェック例」を参考に使用する。

〔4〕従業員に対し、不正改造となる改造項目について理解していただく。

別紙「不正改造事例、乗用車・貨物車・二輪車」を参考にする。

〔5〕事業所の管理責任者は、従業員車両や事業所内の車両について、自主点検票に従い点検を実施する

〔6〕不正改造車両及び迷惑黒煙車両を発見した際は、運輸支局に情報提供する。

3 不正改造に関する罰則規定

〔1〕道路運送法及び運送車両法い於いて、不正改造車両を運行してはならないと規定されています。

〔2〕特定整備事業者及び指定整備事業者に対する規定。

・ 不正改造車両の作成、改造要求、違反行為をすることを助長してはいけない。

・ 違反行為が発覚した際は、３ヶ月以内の事業停止又は認証取消をすることができる。

・ 指定工場は、６カ月以内の適合証発行停止又は指定取消しをすることができる。

〔3〕使用者等に対する不正改造の禁止、整備命令

・ 何人も、不正改造行為を行ってはいけない。６カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

・ 運輸支局より整備命令が課された車両の命令・指示に従わない場合50万円以下の罰金。

　また、この命令及び指示に従わない場合は車両の使用停止をおこなう。これに違反した場合は、６カ月

　以下の懲役又は３０万円以下の罰金。

・ 整備命令が発せられた使用者は、15日以内に必要整備を行い、車両と車検証を運輸局に提示する。

・ 自動車の使用者及び整備事業代表者又は運転者は、不正改造車両を運転させてはならない。

　違反した場合、３カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

・ 自動車の架装等により、車検証の記載事項に変更が生じる際は、その時から15日以内に手続きを行うこ

　とが義務付けられています。これに違反すると、30万円以下の罰金。

不正改造車の整備受付の禁止 整備入庫者の不正改造チェック

不正改造車両への架装整備の禁止 改造車両の改善についてのお願い

従業員・社用車等の自主点検

不正改造項目の理解

不正改造車両の情報提供

迷惑黒煙車両の情報提供
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